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就労継続支援Ａ型事業所向け研修会の開催について（通知） 
 

 日頃、障害福祉施策の推進につきまして、多大な御協力をいただき厚くお礼申し上げ

ます。 
 さて、平成２９年４月１日付け厚生労働省令改正に伴い、本県では、平成２９年７月２

１日付けで条例改正を行ったところです。これにより、就労継続支援Ａ型事業所において、

生産活動の利益が利用者の賃金支払総額を下回ってはならないことや、訓練等給付費等を

利用者の賃金支払に充当してはならないこと等が、新たに基準として設けられました。 
 一方で、県内の就労継続支援Ａ型事業所の多くが、この基準を満たすことができておら

ず、条例により２年以内にそのような状況を改善することが求められております。そこで、

この度、就労継続支援Ａ型事業所の経営改善に向けた支援の一環として研修会を別紙のと

おり実施いたします。 
本研修会には、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課から就労支援係長 

服部 剛 様、社会福祉法人まごころから「ビーアンビシャス」施設長 中村 輝彦 様に講

師として御協力いただき、改正省令や平成３０年度からの報酬改定についての解説、また

事業所における実践事例の紹介を頂く予定です。 
今後の就労継続支援Ａ型事業所の運営に当たって必要となる内容が盛り込まれた研修会

ですので、是非、各事業所１名以上の御参加をお願いいたします。 
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